
 
 
 
 
 
 

 
 

 

秋色の候、組合員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、組合事業に格別のご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、令和3年8月21日(土)午前10時より平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合

の第19回総会を大神公民館にて開催いたしました。 

当日は、本人出席者31人、委任状・書面議決による出席者226人、合計257人により

総会を開催し、「令和２年度事業報告書、収支決算書及び財産目録について」「評価員の 

選任について」「保留地の処分について」の３議案を上程し、組合員の皆様の慎重なご審議

により、原案のとおり議決及び承認をいただきました。 

総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の 

ための緊急事態宣言中ではありましたが、検温・ 

消毒及び３密回避等の感染防止対策の実施及び 

皆様のご理解ご協力を得て書面議決・委任状の 

活用により無事開催できましたことに心よりお礼 

申し上げます。 

 次回総会開催は、令和4年3月の予定となりますが、 

一刻も早く世の中が平常に戻っていることを切に 

願う次第です。 

理事長 小林 茂 
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第１９回総会の様子 

令和２年度事業報告書、収支決算書及び財産目録について 
ご承認いただきました（第 19 回総会） 

地区北側(厚木市境)の道路) 

地区内の状況写真 

※地区内の状況写真は、ホームページでも更新しておりますので、是非ご覧ください。 

倉見大神線 

相模小学校の建築工事 
ツインシティ大神線 

３号調整池 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 組合工事の 

実施状況（９月現在） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合だより（第 22 号） 

工事の進捗状況 

３号公園は、ツインシティ大神地区の中央に位置し、約 7,300 ㎡の広さがありますので、地域の

イベントなどに利用できる広場のほか、子供の遊具や健康遊具の設置など、地域の交流や憩いの

場として整備を進めています。さらに災害に備え、防災ベンチや防災トイレの整備も行います。 

また３号公園は、隣接する大型商業施設と協調するよう計画しており、将来に渡って快適に利

用できるよう関係機関等と協議を進めています。 

本年度発注を予定した工事は、概ね予定どおりに進んでいます。 

また、組合工事以外のインフラ整備工事（国道や県道・下水道・上水道・ガス等）につきまし

ても整備が進んでおり、一部の公共下水道及び新設水道の供用開始を行っている状況です。 

令和元年度より繰越した天神森排水路撤去工事と整地その８工事につきましては、耐震性の 

確認や用水路の使用時期等の関係で工期を左記資料記載のとおり延伸しましたのでお知らせし

ます。 

工事期間中につきましては、道路の規制、通行止など、ご不便をおかけしておりますが、引き

続き工事に伴う道路の規制・通行止などのお知らせを、大神地区周辺自治会などの回覧で事前に

お知らせしてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。 

※計画は一部協議中のため、変更となる場合があります。 

３号公園計画平面図 



事業の進捗に応じて必要となる「土地区画整理法第７６条申請」、「土地の権利異動の届出」、「共

有代表者選任の届出」、「住所変更の届出」などの各書式は組合事務局に備え付けておりますので、

下記までお問い合わせください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ツインシティ大神地区には、平塚市「地区計画」により、垣または柵を設ける場合は生垣または

透視可能なフェンスとする、敷地内緑化に努める等が定められています。土地区画整理法第 76 条

申請の前に、地区計画は平塚市建築指導課（0463-21-9731）へ事前相談してください。 

 

● 建築行為等の制限があります 
 
 土地区画整理法第 76 条（建築行為等の制限）

の規定により、建築物・擁壁・ブロック・フェン

スその他の工作物の新築、改築や、土地の区画形

質の変更等を行う場合は、平塚市長の許可が必要

となります。 許可申請書の提出には、本組合の

意見書を添付いたしますので、申請前に本組合ま

でご相談ください。 

● 土地区画整理事業の権利異動・ 

住所変更の届出が必要です 
 
 定款第 86 条の規定により、土地の権

利異動（所有権移転、住所・氏名等の変

更、土地の分合筆、地目変更など）及び

住所変更が生じた場合には、本組合にそ

の旨の届出をしてください。 

各種届出について（組合員の皆様へのお願い） 

組合では事業当初より

ホームページにて事業の

概要や状況などをお知ら

せしております。 

ホームページは、昨年に

一部リニューアルし、最近

では月１回程度「今日の地

区内写真」を更新しており

ます。また「航空写真」や

「工事のお知らせ」、立地

企業の紹介や環境共生ま

ちづくりのページなども

更新中です。下記【お問い

合わせ】のアドレスよりア

クセスできますのでお知

らせします。 

 

組合だより（第 22 号） 

組合のホームページのご紹介 


